
＊１：「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」（平成23年3月10日厚生労働省令第20号）により、

　　　市町村等の事務負担を軽減することを目的に、要介護認定にかかる有効期間の上限の一部が変更

　　　となりました。具体的な変更内容は、下表の通りです。

　　　本書95頁「表1-3-2」は、下表・最右列の内容に変更となり、当該箇所につきましても必要に応じ

　　　て、読み替えていただきますよう、お願い申し上げます。

　　　

原則の認定有効
期間

設定可能な認定
有効期間の範囲
（改正前）

設定可能な認定
有効期間の範囲
（改正後）

6か月 3～6か月 3～6か月

6か月 3～6か月 3～12か月

更 　前回要支援→今回要支援 12か月 3～12か月 3～12か月

新 　前回要支援→今回要介護 6か月 3～6か月 3～12か月

申 　前回要介護→今回要支援 6か月 3～6か月 3～12か月

請 　前回要介護→今回要介護 12か月 3～24か月 3～24か月

　　※平成23年3月10日に事務連絡「介護認定審査会委員テキスト2009改訂版の修正について」が示されています。

　　　　　詳細は、厚生労働省ホームページ ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_3.pdf　をご参照ください。

＊２：「地域支援事業の実施について」（厚生労働省老健局長通知 平成22年8月6日老発0806第1号）により、

　　　地域支援事業実施要綱の一部が改正され、事業の見直しが図られました。具体的には、介護予防一般

　　　高齢者施策が「一次予防事業」に、介護予防特定高齢者施策が「二次予防事業」に、それぞれ名称が

　　　変更されました。併せて、「特定高齢者」の名称が「二次予防事業の対象者」とされ、各市町村で親

　　　しみやすい通称の使用を推奨することとされました。また、介護予防ケアプランについては、必要と

　　　認められる場合を除き、作成しなくてもよいとされました。

　　　本書の記述につきましては、下記の箇所を読み替えていただきますよう、お願い申し上げます。

本書の記述

　介護予防特定高齢者施策

　介護予防一般高齢者施策

　特定高齢者把握事業

　介護予防特定高齢者施策評価事業

　介護予防一般高齢者施策評価事業

　特定高齢者

　　　また、上記の通知により「別添2　特定高齢者の決定方法等」が削除されたため、本書395～398頁の

　　　本文につきましては、削除となります。(396頁「表5‐5‐2　基本チェックリスト」はそのままです）

　　　なお、差し替えとなる主な図表につきましては、別紙①～③に別掲しておりますのでご参照ください。

　　（本書に収載されている事例など、上記内容の適用以前の事柄につきましては、修正しておりません。

　　　ご了承ください。）

　二次予防事業の対象者把握事業

　二次予防事業評価事業

　一次予防事業評価事業

　二次予防事業の対象者

　　　　　　　　『四訂 介護支援専門員実務研修テキスト』追補資料

改正後（現行）の名称等

　二次予防事業

　一次予防事業

申請区分等

新規申請

区分変更申請
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393頁 ・ 図5-2-1　介護予防に関する事業・サービス

介護予防事業

図表 5-7　介護予防に関する事業・サービス

予防給付二次予防事業

二次予防事業の対象者元気な高齢者 要支援者

一次予防事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一次予防事業評価事業

通所型介護予防事業

二次予防事業の対象者把握事業

訪問型介護予防事業

二次予防事業評価事業

地域密着型介護予防サービス

介護予防サービス

介護予防支援

そ
の
他
の
高
齢
者
福
祉
施
策

健
康
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
施
策
等
の
関
係
施
策

介護予防ケアプラン（必要に応じ）に基づき
（地域包括支援センター）

予防給付の介護予防ケアプランに基づき
（指定介護予防支援事業所）

全高齢者を対象とした、介護予
防に関する情報の提供、活動支
援、環境整備
⇒高齢者自らによる自発的な取
組みを支援

⇒高齢者が生き生きと生活する
環境づくり

・介護予防に関する情報提供等
・ボランティア活動等を活用した
介護予防活動等

・地域住民への提供等

二次予防事業の対象者を対象と
した介護予防事業の実施
⇒対象者自らによる確実な取組
みを支援

通所による集団的な実施を中心
とするが、閉じこもり高齢者に対
しては、限定的に訪問により個
別的に実施

要支援1・2の人を対象とした介
護予防サービスの提供
⇒対象者が日常生活の自立に向
けて意欲を持って取組むこと
を支援

廃用症候群の予防改善の観点
から日常生活の活性化、社会と
関わる機会の向上により資する
通所系サービスを主軸として実
施

連携連携
連携



生活機能低下の早期把握の経路

全対象者への基本チェック
リストの配布・回収

（ニーズ調査等の活用）

必要な検査・医師の
判断等の実施

地域包括支援センター

事業の実施

地域包括支援センターで一定期間後に効果を評価

生活機能の低下が疑われる者

二次予防事業対象者の決定

基本チェックリストの実施

プログラム参加にあたり医師の
判断が必要な者の選定

介護予防ケアマネジメント

事前アセスメント

個別サービス計画作成

プログラムの実施

事後アセスメント

課題分析（アセスメント）
介護予防ケアプラン作成の要否の判断

判断必要

参加可能
判断不要

報告

作成必要 作成不要

介護予防ケアプラン作成 介護予防ケアプラン作成に代えて
事前・事後の情報共有

本人・家族
からの相談

住民・民間組織
からの情報提供

要介護認定
非該当者

関係機関からの
情報提供

他部局との
連携

395頁 ・ 図5-2-2　介護予防にかかる二次予防事業の流れ
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プロセス 手　順　 帳　票
1. アセスメント
●生活機能低下の背景・原因
及び課題の分析

①基本チェックリストや利用者基本情報から情報把握
・予防給付では、認定調査項目、主治医意見書等も活用可能
②対象者及び家族と面接しながら、支援ニーズを特定し、課題を分
析

【地域包括支援センター】
2. 介護予防ケアプランの　    
　作成
●目標、具体策、利用サービ
スなどの決定

●家族やサービス提供担当者
などと共通認識

①対象者及び家族と面接しながら、介護予防プランの対象となる「目
標、具体策」を決定

②家族やサービス提供担当者などとの共通認識を得る
・介護予防ケアプランの内容について共通認識を得る
・サービス担当者会議を必要に応じて開催する（予防給付では必ず
開催）。

【事業所】
3. サービス・事業提供 ①事前アセスメント

　事業実施前にアセスメントを行い、個別サービス・支援計画を立
てる。

②サービス・事業の実施
・個別サービス・支援計画に基づき、サービスや事業を提供する。
・効果やサービス・支援が適切か確認しながら実施し、必要があれ
ば事業所での個別サービス・支援計画を見直す。

③事後アセスメント
・サービス・事業の実施後、その効果について事業所でアセスメン
トする。

・その結果を地域包括支援センターに報告する。
　（委託の場合、委託を受けた介護支援専門員に報告し、介護支援
専門員は地域包括支援センターに意見を求める）

【地域包括支援センター】
4. モニタリングと評価 ①利用者自身の日常生活能力や社会状況等の変化によって課題が変

化していないかを継続的に把握し、介護予防ケアプランどおり実
行できているかを把握する。

②事業所から事後アセスメントの結果を受け、効果の評価を行う。そ
の結果、以下のように次のサービスや事業につなぐ。

【地域包括支援センター】

利用者基本情報

介護予防サービ
ス・支援計画書

予防給付 介護予防事業

改善
変更申請／二次予防事業へ
移行／一次予防事業へ移行
／利用を終了

一次予防事業へ移行／利用
を終了

維持 予防給付の利用を継続
介護予防事業の利用を継
続

悪化 変更申請 要介護認定等を申請

介護予防サービ
ス・支援計画書

介護予防支援
経過記録

地域包括
支援センターへの

報告

介護予防サービ
ス・支援評価表

406頁 ・ 図5-2-4　介護予防ケアマネジメントの手順
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